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○
市
民
の
相
互
扶
助
に
よ
り
成
り
立
つ

国
民
健
康
保
険
制
度　
　
　
　
　
　
　

　

国
民
健
康
保
険
制
度
は
、
加
入
者
一

人
ひ
と
り
が
国
民
健
康
保
険
税
（
料
）

を
納
め
、
い
ざ
と
い
う
と
き
の
医
療
費

を
補
う
と
い
う
支
え
合
い
の
制
度
で

す
。

　

高
齢
者
人
口
の
増
加
、
生
活
習
慣
病

の
増
加
な
ど
に
よ
り
、
医
療
費
は
、
急

増
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
私
た
ち

の
健
康
を
守
る
国
民
健
康
保
険
制
度
は

今
、
厳
し
い
運
営
を
強
い
ら
れ
て
い
ま

す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

国
民
健
康
保
険
に
係
る
医
療
費
は
、

国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
国
民
健
康
保

険
税
（
料
）
と
市
区
町
村
、
都
道
府
県

及
び
国
の
負
担
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

地
域
に
住
む
方
々
の
助
け
合
い
の
も

と
に
成
り
立
っ
て
い
る
制
度
で
あ
る
こ

こんなときは忘れずに手続きを！

申請窓口必要な手続き

国保年金課国民年金係または
各市民センター

厚生年金等に加入していた方が退職したときは、
第１号被保険者への変更手続きが必要です。

会社などを
退職したとき

配偶者の勤務先の会社または
共済組合

厚生年金等に加入している配偶者の扶養（第３号
被保険者）になったときは、健康保険の届出と一
緒に勤務先の会社または共済組合へ届出すること
になります。

配偶者の扶養
（第３号被保険者）
になったとき

国保年金課国民年金係または
各市民センター

収入が増えたり、離婚等により配偶者の扶養（第
３号被保険者）でなくなったときは、第１号被保
険者への変更手続きが必要です。

配偶者の扶養
（第３号被保険者）
でなくなったとき

国保年金課国民年金係または
各市民センター

厚生年金等に加入していた配偶者が退職したとき
は、扶養されていた方（第３号被保険者）も第１
号被保険者への変更手続きが必要です。

配偶者が
退職したとき

配偶者の勤務先の会社または
共済組合

引き続き配偶者の扶養（第３号被保険者）になる
ときは、健康保険の届出と一緒に新しい勤務先の
会社または共済組合へ届出することになります。

配偶者が
転職したとき

と
を
ご
理
解
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
ご

協
力
い
た
だ
く
こ
と
が
、
こ
の
私
た
ち

の
大
切
な
国
民
健
康
保
険
制
度
を
守
り

ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
国
民
健
康
保
険
の
加
入
と
脱
退
に
つ

い
て
（
表
１
）　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
と
き

や
、
や
め
る
と
き
な
ど
の
届
出
は
、　
１４

日
以
内
に
す
ま
せ
て
下
さ
い
。
国
民
健

康
保
険
へ
の
加
入
日
は
、
他
の
保
険
の

資
格
喪
失
日
、
ま
た
は
、
町
田
市
へ
の

転
入
日
で
あ
り
、
届
出
日
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
従
っ
て
、
届
出
が
遅
れ
る
と
遡

っ
て
国
民
健
康
保
険
税
（
料
）
を
支
払

う
こ
と
に
な
る
と
と
も
に
、
ま
た
そ
の

間
全
額
自
己
負
担
で
診
察
料
を
支
払
う

こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
の
脱
退
日
は
、
他
の

健
康
保
険
の
資
格
取
得
日
、
ま
た
は
、

町
田
市
か
ら
の
転
出
日
で
あ
り
、
届
出

日
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
届
出
が
遅
れ
る

と
、
そ
の
間
、
他
の
保
険
と
重
複
し
て

国
民
健
康
保
険
税
（
料
）
の
請
求
を
受

け
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。　
　
　
　
　

○
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て　
　
　

　

国
民
健
康
保
険
法
第　

条
で
は
、

７６

「
保
険
者
は
、
国
民
健
康
保
険
事
業
に

要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
世
帯
主

か
ら
保
険
料
を
徴
収
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
地
方
税
法
の
規
定
に

よ
り
国
民
健
康
保
険
税
を
課
す
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
定
め
て
お

り
、
町
田
市
は
、
地
方
税
法
に
基
づ
き

国
民
健
康
保
険
税
方
式
に
よ
り
課
税
を

行
っ
て
お
り
、
税
率
等
は
、
市
条
例
で

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

○
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
内
容
が

一
部
変
更
さ
れ
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、
医
療
保
険
分

と　

歳
以
上　

歳
未
満
の
方
の
介
護
保

４０

６５

険
分
の
合
算
が
月
割
り
で
課
税
さ
れ
ま

す
。
国
民
健
康
保
険
税
の
内
、
医
療
分

は
、
医
療
費
に
充
て
ら
れ
、
介
護
分

は
、
介
護
納
付
金
と
し
て
国
に
支
払
わ

れ
、
高
齢
化
の
進
展
に
よ
り
介
護
納
付

額
が
毎
年
上
昇
し
て
お
り
税
率
等
の
改

正
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
は
、
町
田

市
国
民
健
康
保
険
条
例
で
定
め
ら
れ
て

お
り
、
平
成　

年
度
は
、
表
２
の
と
お

１７

り
と
な
り
ま
し
た
。

○
お
支
払
い
は
口
座
振
替
を
ご
利
用
下

さ
い

　

国
民
健
康
保
険
税
の
お
支
払
い
に

は
、
時
間
や
手
間
の
か
か
ら
な
い
口
座

振
替
を
ぜ
ひ
ご
利
用
下
さ
い
。
お
申
し

込
み
は
、
市
内
の
金
融
機
関
ま
た
は
郵

便
局
に
国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書

（
ま
た
は
、
国
保
被
保
険
者
証
）
、
通

帳
、
通
帳
印
を
お
持
ち
下
さ
い
。
手
続

き
終
了
後
、
口
座
振
替
開
始
時
期
の
お

知
ら
せ
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
口
座
内

容
や
振
替
日
等
を
ご
確
認
下
さ
い
。

○
納
付
推
進
員
が
巡
回
し
て
い
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
税
納
付
推
進
員
が
市

内
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
お
宅
を
訪

問
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
国
民
健
康

保
険
税
の
口
座
振
替
の
勧
奨
や
税
の
趣

旨
の
普
及
の
た
め
に
巡
回
す
る
も
の

で
、
同
時
に
国
民
健
康
保
険
税
の
お
支

払
い
も
う
け
た
ま
わ
っ
て
い
ま
す
。
胸

に
納
付
推
進
員
証
を
つ
け
て
い
ま
す
の

で
ご
確
認
下
さ
い
。※窓口で国保被保険者証の手渡し交付希望の場合は次のものが必要とな

ります。それ以外の場合は郵送となります。また同一世帯以外の方の申
請も郵送となります。
・運転免許証・パスポートなどの官公庁発行の顔写真付き身分証明
・年金手帳・年金証書
　　　　　　　　　　　　 町田市の税率等　　　　　　　　　（表２）

平成１７年度平成１６年度平成１７年度平成１６年度
１.０５％

一人当たり
年７,５００円

一世帯当たり
年３,０００円

変更なし

０.９９％

一人当たり
年７,２００円

一世帯当たり
年２,７００円

年８万円

所得割

均等割

平等割

限度額

介
護
分

変更なし

変更なし

変更なし

変更なし

５％

一人当たり
年２３,４００円

一世帯当たり
年１２,０００円

年５３万円

所得割

均等割

平等割

限度額

医
療
分

○加入・脱退の届出
手続きする場所
住民異動が伴わない場合は国保年金課（市役所４階）
住民異動に伴う場合は市民課（市役所１階）
市民センター（南・なるせ駅前・鶴川・忠生・小山・堺）

手続きについて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表１）
手続きに必要な書類などこんなとき手続きを

転出証明書町田市に転入したとき

加
入
の
と
き

健康保険資格喪失証明書（離職票の写し
・退職証明書でも可）
厚生年金・共済年金の受給権がある方は
年金証書

職場の健康保険をやめたと
き

保護廃止決定通知書
生活保護を受けなくなった
とき

出生証明書子どもが生まれたとき
国保被保険者証町田市から転出するとき

脱
退
の
と
き

職場の健康保険証、国保被保険者証
職場の健康保険に加入した
とき

国保被保険者証死亡したとき
保護開始決定通知書、国保被保険者証生活保護を受けたとき

年金証書、国保被保険者証
退職者医療制度に該当した
とき

そ
の
他

国保被保険者証

退職者医療制度に該当しな
くなったとき
住所・氏名・世帯主が変わ
るとき

手渡し希望のときは運転免許証などの官
公庁発行の顔写真付き身分証明または、
国保税納税通知書が必要

保険証をなくしたとき

　

対
象
者
は

①
平
成
３
年
３
月
以
前
の
国
民
年
金

　

任
意
加
入
対
象
者
で
あ
っ
た
学
生

②
昭
和　

年
３
月
以
前
の
国
民
年
金

６１

　

任
意
加
入
対
象
者
で
あ
っ
た
厚
生
年

　

金
保
険
等
に
加
入
し
て
い
た
方
の
配

　

偶
者

　

①
ま
た
は
②
の
方
で
任
意
加
入
し
て

い
な
か
っ
た
期
間
中
に
初
診
日
が
あ

り
、
現
在
、
障
害
基
礎
年
金
の
１
、
２

級
相
当
の
障
が
い
の
状
態
に
あ
る
方
で

す
。

　

相
談
及
び
請
求
書
の
提
出
先
は
、
町

田
市
役
所
国
保
年
金
課
国
民
年
金
係
で

す
。給
付
金
の
支
給
は
、請
求
書
を
受
け

付
け
た
月
の
翌
月
か
ら
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
収
入
や
年
金
受
給
の
状
況
に

よ
っ
て
支
給
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

学
生
納
付
特
例
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
の
対
象
と
な
る
各
種
学
校

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
厚
生
労
働
省

令
で
個
別
に
定
め
ら
れ
た
一
部
の
各
種

学
校
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成

　

年
４
月
か
ら
は
す
べ
て
の
各
種
学
校

１７（
１
年
以
上
の
課
程
に
在
籍
し
て
い
る

方
に
限
り
ま
す
）
が
対
象
と
な
り
ま

す
。

　

申
請
は
、
市
役
所
国
保
年
金
課
国
民

年
金
係
ま
た
は
お
近
く
の
市
民
セ
ン
タ

ー
で
で
き
ま
す
。
学
生
証
ま
た
は
在
学

証
明
書
と
認
印
を
お
持
ち
下
さ
い
。

　

ま
た
、
平
成　

年
度
の
納
付
特
例
が

１６

承
認
さ
れ
た
方
で
平
成　

年
度
も
納
付

１７

特
例
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
再
度
申
請

が
必
要
で
す
の
で
、
お
早
め
に
申
請
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

４
月
は
入
学
、
就
職
、
退
職
な
ど
、

生
活
の
節
目
の
時
期
で
す
。
国
民
年
金

の
必
要
な
手
続
き
が
き
ち
ん
と
な
さ
れ

て
い
る
か
ど
う
か
、
こ
の
機
会
に
ご
確

認
下
さ
い
。
ま
た
、
平
成　

年
４
月
か

１７

ら
新
し
い
制
度
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
の

で
合
わ
せ
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

□問
 

国
保
年
金
課
国
民
年
金
係
11
７
２
４

・
２
１
２
７

　

八
王
子
社
会
保
険
事
務
所
11
０
４
２

６
・　

・
３
５
１
１

２６

　
　

歳
代
の
方
は
、
本
人
と
配
偶
者
の

２０
所
得
が
そ
れ
ぞ
れ
一
定
額
｛
基
準
額
＝

（
控
除
対
象
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
＋

１
）
×　

万
円
＋　

万
円
｝
以
下
の
場

３５

２２

合
に
は
、
同
居
し
て
い
る
世
帯
主
の
所

得
に
か
か
わ
ら
ず
、
申
請
し
て
承
認
さ

れ
れ
ば
、
月
々
の
保
険
料
納
付
が
猶
予

さ
れ
ま
す
。

　

申
請
は
国
保
年
金
課
国
民
年
金
係
ま

た
は
お
近
く
の
市
民
セ
ン
タ
ー
で
で
き

ま
す
。
認
印
と
年
金
手
帳
を
お
持
ち
下

さ
い
（
平
成　

年
１
月
２
日
以
降
に
町

１６

田
市
へ
転
入
し
た
方
は
、　

年
中
所
得

１５

の
確
認
で
き
る
書
類
も
必
要
で
す
）
。

　

大
学
、
専
門
学
校
、
各
種
学
校
等
の

学
生
で
本
人
の
前
年
中
の
所
得
が
一
定

額
（
基
準
額
＝
１
１
８
万
円
＋
扶
養
親

族
等
の
数
×　

万
円
＋
社
会
保
険
料
控

３８

除
等
）
以
下
の
場
合
、
申
請
し
て
承
認

さ
れ
れ
ば
保
険
料
納
付
が
猶
予
さ
れ
る

特
別
障
害
給
付
金
制
度
が

　
　
　
　

始
ま
り
ま
し
た

若
年
者
納
付
猶
予
制
度
が

　
　
　

導
入
さ
れ
ま
し
た

学
生
納
付
特
例
制
度
が

　
　
　
　
　
　

あ
り
ま
す

　

再
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た

だ
し
、
被
保
険
者
の
種
類
に
よ
り
手
続

き
先
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
下

さ
い
（
＝
左
表
）
。

年
金
手
帳
を

　

な
く
し
て
し
ま
っ
た
ら

市役所国保年金課国民年
金係または各市民センタ
ー（八王子社会保険事務
所から送付されます）

第１号
被保険者

勤務先の会社等第２号
被保険者

配偶者の勤務先の会社等第３号
被保険者


